
 １　対象地区の現状

 ２　対象地区の課題

 ３ 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

大坂本・大平・氷渡・折壁集落の農地利用は、地域の中心経営体である認定農業者が担うほか、他地区の中心
経営体の利用も促していく。また、集落営農を含めた新たな中心経営体を確保、育成していく。

地域発祥の短角牛が飼養され、畑わさびの産地形成もされているほか、伝統野菜の安家地大根が栽培されてい
るが、農家数の減少により農地の遊休地化が課題となっていることから、農地中間管理機構を通じた中心経営体
への農地の集積・集約化を進める必要がある。

江川・高須賀集落の農地利用は、地域の中心経営体である認定農業者が担うほか、他地区の中心経営体の利用
も促していく。また、集落営農を含めた新たな中心経営体を確保、育成していく。

半城子・茂井・年々集落は中心経営体がいないことから、農地利用は当面地域の個人農家で担い、他地区の中
心経営体の利用も促していく。また、集落営農を含めた新たな中心経営体を確保、育成していく。

 ④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 3.80 ha

 （備考）

 ③　地区内における70歳以上の農業者の耕作面積の合計 56.90 ha

松ケ沢・松林・日蔭集落の農地利用は、地域の中心経営体である認定農業者が担うほか、他地区の中心経営体
の利用も促していく。また、集落営農を含めた新たな中心経営体を確保、育成していく。

安家地域農業マスタープラン（実質化された人・農地プラン）

市町村名 作成年月日 直近の更新年月日

10.51 ha

15.91 ha

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

 ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

ha

ha ②　アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

 ①　地区内の耕地面積 231.06

117.12
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対象地区名（地区内の集落名）

安家地区（江川・高須賀集落、半城子・茂井・年々集落、松ケ沢・松林・日蔭集落、大坂本・大平・氷渡・折壁集落）



 ４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

 ５　今後の地域の中心となる経営体の状況

（１）　経営体数

（２）　農地の集積面積

0  人 0  法人

0  人 0  法人

（１） 農地中間管理事業の活用

（２） 地域特産物の作付と高付加価値化

（３） 新規就農者・農業後継者の確保

（４） 地域活動の促進

短角牛や伝統野菜（安家地大根）など魅力ある農作物の生産を拡大し、地域食材の高付加価値化を目指す。

農地中間管理事業を活用し、未利用農地を中心に担い手への集約を進め、遊休農地の発生を防ぐ。

 人 0  法人

中山間等直接支払の交付金制度による活動を中心に、地域ぐるみで生産基盤の保全と環境整備に取り組む。

 人 0

個人・任意組合

① 認定農業者

② 認定新規就農者

③ 集落営農組織

④ 他市町村の認定農業者

⑤ 他市町村の認定新規就農者

⑥ 基本構想水準到達者

⑦ 今後育成すべき農業者

法　人

0

0  組織 0  法人

11 ％

13 ％

地域内の耕地面積

231.06 ha

231.06 ha

ha

ha

26.42

30.22

集積面積

現状

今後

新規就農者支援事業や農業後継者支援事業等を活用し、新規就農者や農業後継者など新たな担い手の確保を
図っていく。

0  法人

1  人 0  法人
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集積率


